
児童センター及び児童館の指定管理者候補の選定結果について 

 

１ 施設の名称及び所在地 

（１）  越前市武生東児童センター 越前市国府二丁目１６番８号 

（２）  越前市武生西児童センター 越前市中央二丁目４番１０号 

（３）  越前市武生南児童センター 越前市武生柳町１１番２８号 

（４）  越前市神山児童館     越前市広瀬町第１０２号４１番地 

（５）  越前市吉野児童館     越前市本保町第１９号９番地の１ 

（６）  越前市国高児童センター  越前市国高二丁目３２５番地３ 

（７）  越前市大虫児童館     越前市丹生郷町第１３号２０番地の４ 

（８）  越前市王子保児童センター 越前市四郎丸第５５号４番地の４ 

（９）  越前市北新庄児童館    越前市北町第５４号２５番地 

（１０）越前市北日野児童センター 越前市小野谷町第１号１３番地 

（１１）越前市味真野児童センター 越前市池泉町第１４号１番地 

（１２）越前市花筐児童館     越前市粟田部町第４１号１１番地の１ 

（１３）越前市岡本児童館     越前市定友町第１０号１５番地 

（１４）越前市南中山児童館    越前市西庄境町第２１号７番地の１ 

（１５）越前市服間児童館     越前市藤木町第１２号４３番地 
 

２ 候補者の名称及び所在地 

社会福祉法人 越前市社会福祉協議会（越前市府中一丁目１１番２号） 

 

３ 審査結果 

選定基準項目 配点 越前市社会福祉協議会 

市民の平等な利用が図られること。 １０点 ８.３点 

公の施設の効用を最大限に発揮する

ものであること。 
３５点 ２９.０点 

公の施設の適切な維持及び管理並び

に管理に係る経費の縮減が図られる

ものであること。 

３０点 ２２.０点 



公の施設の管理を安定して行う人員、

資産その他の経営の規模及び能力を

有しており、又は確保できる見込みが

あること。 

２０点 １６.３点 

前各号に掲げるもののほか、市長等が

公の施設の性質又は目的に応じて指

定する基準。 

５点 ４.０点 

合計 １００点 ７９.６点 

 


